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本⽇のテーマ

【年次業務】
社会保険料・

労働保険料の更新



都度業務③年次業務年次業務

⽉次業務①⽇次業務⽇次業務

経理部の仕事分類
▸⼤きく分けると4つに分類される。

ü 現⾦・預⾦の管理
ü 経費精算
ü 領収書等管理
ü 請求書・領収書の作成
ü 伝票⼊⼒
l 勤怠管理・有給休暇管理

► 毎⽇やる定型業務 ► 毎⽉やる定型業務

► 毎年やる定型業務 ► 発⽣の都度実施する業務

l 給与計算・残業代計算
l 社会保険料等の徴収・納付
ü 所得税・住⺠税の徴収・納付
ü 売掛⾦・買掛⾦等の管理
ü ⽉次決算

l 社会保険料・労働保険料の更新
l 年末調整
ü 償却資産税の申告
ü 固定資産
ü 年次決算
ü 税務申告・中間納付
p 株主総会

l 賞与の⽀払い
l 従業員の採⽤、退職⼿続き
ü 税務調査

ü 経理系の業務
l ⼈事系の業務
p 総務系の業務



都度業務③年次業務年次業務

⽉次業務①⽇次業務⽇次業務

経理部の仕事分類
▸⼤きく分けると4つに分類される。

ü 現⾦・預⾦の管理
ü 経費精算
ü 領収書等管理
ü 請求書・領収書の作成
ü 伝票⼊⼒
l 勤怠管理・有給休暇管理

► 毎⽇やる定型業務 ► 毎⽉やる定型業務

► 毎年やる定型業務 ► 発⽣の都度実施する業務

l 給与計算・残業代計算
l 社会保険料等の徴収・納付
l 所得税・住⺠税の徴収・納付
l 売掛⾦・買掛⾦等の管理
l ⽉次決算

l 社会保険料・労働保険料の更新
l 年末調整
ü 償却資産税の申告
ü 固定資産
ü 年次決算
ü 税務申告・中間納付
p 株主総会

l 賞与の⽀払い
l 従業員の採⽤、退職⼿続き
ü 税務調査

ü 経理系の業務
l ⼈事系の業務
p 総務系の業務



社会保険料の更新



社会保険料の更新（定時決定）
▸社会保険料は4⽉〜6⽉の給料の平均で決定される。

4⽉ 6⽉1⽉ 12⽉9⽉ 8⽉ 12⽉

4⽉〜6⽉の
平均給与

標準報酬⽉額

9⽉〜翌年8⽉の毎⽉の給料から
引かれる社会保険料が決定

7⽉10⽇までに
「健康保険・厚⽣年⾦保険被保険者報酬⽉額算定基礎届」
を年⾦事務所に提出

7/10

定時決定



【参考】保険料額表（令和3年度、東京都）

全国健保協会HP︓https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r03/r3ryougakuhyou3gatukara/

①4⽉〜6⽉の3ヶ⽉の給与（通勤⼿当含む）の⽀給額平均②等級と標準報酬⽉額



健康保険・厚⽣年⾦保険被保険者報酬⽉額算定基礎届
▸参考資料

⽇本年⾦機構HP︓https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141225.html



社会保険料の更新（随時決定）
▸固定的な給料が変更された等の⼀定条件下では随時決定が⾏われる。

4⽉ 6⽉1⽉ 12⽉9⽉ 8⽉ 12⽉

4⽉〜6⽉の
平均給与

随時決定

10⽉

降格︕
固定的な給料が変更されると臨時
的に保険料の⾒直しができる。



社会保険料の更新（随時決定）
▸随時決定の条件には3つある。

① 固定的賃⾦の変動
② 標準⽉額報酬が2等級以上変動
③ 3ヶ⽉間の出勤⽇(有給含む)が17⽇以上



社会保険料の更新（随時決定）
▸固定的な給料が変更された等の⼀定条件下では随時決定が⾏われる。

4⽉1⽉ 12⽉ 12⽉

随時決定に該当

10⽉

降格︕

12⽉

3ヶ⽉⽬の給料⽀払い後すぐに
「健康保険・厚⽣年⾦保険被保険者報酬⽉額変更届」

を年⾦事務所に提出

2⽉1⽉

1⽉分の社会保険料が変更随時決定

2⽉⽀給給与から引かれる社
会保険料（前⽉分）から反映



社会保険料の更新（定時決定）
▸社会保険料は4⽉〜6⽉の給料の平均で決定される。

4⽉ 6⽉1⽉ 12⽉9⽉ 8⽉ 12⽉

4⽉〜6⽉の
平均給与

標準報酬⽉額

9⽉〜翌年8⽉の毎⽉の給料から
引かれる社会保険料が決定

7⽉10⽇までに
「健康保険・厚⽣年⾦保険被保険者報酬⽉額算定基礎届」
を年⾦事務所に提出

7/10

定時決定



4⽉〜6⽉が繁忙期の場合

1⽉ 12⽉ 12⽉4⽉ 6⽉

繁忙期

7⽉ 6⽉

前年7⽉〜当年6⽉の給料の平均額

① 当年4⽉〜6⽉で算定した標準報酬⽉額より2等級以上低い
② 毎年発⽣することが⾒込まれる

前年7⽉〜当年6⽉の給料の平均額で標準報酬⽉額を算定可能



【参考】年間報酬の平均で算定することの申⽴書

⽇本年⾦機構HP︓https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141002.html



労働保険料の更新



労働保険料の更新
▸労働保険料は、従業員全員の給料総額に労働保険料率を乗じて算定する。

4/11⽉ 12⽉ 12⽉3/31

労働保険料 ＝ 給料総額 × （労災保険料率 ＋ 雇⽤保険料率）

4/1〜翌年3/31までの給与総額を⾒積もって
概算で1年分を申告・納付する

7/10

7/10までに労働保険申告書の提出と概算納付

7/10

確定⾦額と差額を精算する

概算納付



本⽇はこれまで︕



7⽉は忙しい




